
公開請求（電子申請）の手順 
・電子申請される場合は、前ページの「公開請求をする」をクリックし、下記１から５の手順を参

照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※利用者登録した場合、以後の手続きに際し、利用者としてログインできます。 

 また、登録した情報は、それぞれの手続きにおいて利用できるため、入力が簡素化されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．利用者登録をしないで利用する方法（利用者登録※する場合は６から 10 参照） 

ここをクリック

してください。 

２．「利用規約」への同意 

左の画面を下へスクロー

ルしてください。 

「利用規約」をお読みいた

だき、「同意する」をクリ

ックしてください。 

(総務局) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．連絡先メールアドレスの入力 

４．メールの確認 

①９で入力したメールアドレスへ上のよう

なメールが来ているか確認してください。 

②ＵＲＬをクリックしてください。 

(総務局) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※手続きは以上です。６から 10 は、利用者登録の説明になります。 

５．氏名等の入力 

※法人の場合、下のよ

うになります。 

こちらから連絡をすることがあります。

法人の場合は、窓口となる方の氏名をご

記入ください。 

 

(総務局) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．利用者登録をしないで利用する方法（利用者登録する場合は○以降参照） 

６．利用者登録の方法① 

ここをクリック

してください。 

７．利用者登録の方法② 

左の画面を下へスクロー

ルしてください。 

「利用規約」をお読みいた

だき、「同意する」をクリ

ックしてください。 

(総務局) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．利用者登録の方法③ 連絡先メールアドレスの入力 

９．利用者登録の方法④ メールの確認 

①15 で入力したメールアドレスへ上のような

メールが来ているか確認してください。 

②ＵＲＬをクリックしてください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※利用者登録の手続きは以上です。公開請求に関する入力時の注意点は５をご参照ください。 

※次回以降は、「氏」、「名」、「住所又は居所」、「連絡先」が既に入力された状態となっています。 

 

 

 

 

 

 

10．利用者登録の方法⑤ 利用者情報の入力 

①上記画面に必要事項を記入してください。 

②「確認へ進む」をクリックしてください。 

③記入した情報に間違いがなければ、「登録する」

をクリックしてください。 



（参考）11 から１６はトップページから電子申請される場合の手順です。 

 

11．トップページからの申請手順① 「行政オンラインサービス」へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左の画面を下へスクロール

してください。 

ここをクリック

してください。 

12．トップページからの申請手順② 「大阪市電子申請・オンラインアンケートシステム」

へ 

ここをクリック

してください。 



 

13．トップページからの申請手順③ システムへのログイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左の画面を下へスクロー

ルしてください。 

14．トップページからの申請手順④ 手続きの検索方法(１) 

（検索方法はいくつかありますが、そのうちの１つを紹介します。） 

「▼」をクリックして、下

の画面へ。 

①「組織でえらぶ」をクリック

②「検索」をクリック 

ここをクリック

してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※続きは１からの手順を参照してください。 

15．トップページからの申請手順⑤ 手続きの検索方法(２) 

「▼」をクリックして、下

の画面へ。 

16．トップページからの申請手順⑥「大阪市等が保有する公文書の公開請求関係（総務局）」

をクリック 

ここをクリック

してください。 

 

①「総務局」をクリック 

②「検索」をクリック 


